
大阪運輸所分会

No.104
２０２１年８月５日

発行責任者 前田 稔

７月３０日、西町甲東会館において、第３回大阪運輸所分会定期大会を開催し

ました。

分会大会は、会場のコロナ対策を強化し、前田分会長の挨拶に始まり、来賓と

して笹田関西地本委員長から挨拶を受けました。

私たちは、会社の５４歳原則出向再開は東海労組合員を運輸職場から放逐し、

東海労組織破壊攻撃が狙いであり断固反対する。また、会社はこれまで、就業規

則第55条の毎月25日勤務発表の取り扱いについて、憲法・労基法や就業規則の

定めに反する不法行為を行っている。新たに立ち上げた空白裁判を職場の闘いと

結合し新たなる闘いを決意するものである。
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年休裁判！・212裁判！・空白裁判！完全勝利！！■

５４歳原則出向再開による東海労組織破壊攻撃を許さず、更なる組織強化・拡大を推■

し進めよう！

会社のやり得を許さず、騙されず、流されず、拘った闘いを職場から構築しよう！■
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